
　事故発生後速やかに
　NO

YES

 災害発生より1カ月以内

　　　　NO

　
     YES

NO

YES

   NO          NO

  YES      YES

傷害事故 賠償責任事故

※児童生徒の場合、窓口支払のない場合は、
　0円領収書または診療報酬明細書

事故発生から給付までの流れ

事務局から
委託保険会社へ連絡

ＰＴＡ（主催・共催）活動終了後、
必ず事故の有無を確認

●災害報告書(P.9)を

事務局へFAX
（報告は各校の教頭先生から）

058-262-3259

（FAX送信後は電話で送信確認も）

治療

対象外

通入院2日

以上

通入院

10日以上

●給付申請書(P.10）

●治療回数証明書(P11)

●領収書(※)コピー

事務局へ郵送

●給付申請書(P.10)

●領収書(※)コピー
事務局へ郵送

当該校から

写真・見積書・領収書・

示談書等必要書類を

委託保険会社に郵送

賠償責任保険対象

の有無について

委託保険会社から

当該校へ連絡有り

見舞金の給付
（ＰＴＡ名義の口座に）

審査会による審査

対象外

治療完了後 または

災害発生日から180日経過後 1カ月以内

保険金の支払い
（指定の口座に）

保険会社の審査

●賠償責任に関する報告書

(P.14)を事務局へFAX
（報告は各校の教頭先生から）

FAX：058-262-3259
（ＦＡＸ送信後は電話で送信確認も）

TEL：058-262-3257

対象外対象外


